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基本施策評価表 所属平成30年度 10200000

総合政策部 地域づくり

71 市民自治の推進
妥当性 妥当 コスト削減の余地 有 受益者負担 適正

上位貢献度 有効 類似事業の有無 無 成果向上の余地 有
市民全般
・市民・行政や地域同士の一体感のある栃木市の創出を念頭に、地域の特性を踏まえた
市民が主役のまちづくりを推進されている。

・市民活動や地域活動を支える市民団体・コミュニティ組織への支援、適切な市民参画
機会の確保、市民と行政との情報の共有化等を図られている。

①行政への住民参画、適切な情報提供の満足度……5年間（2018年度～2022年度）で55.0％
（現状値47.5％）
②とちぎ市民活動推進センター登録団体数……5年間（2018年度～2022年度）で300団体（
現状値264団体）

市民が積極的にまちづくりに参画し、市民が主体となり行政との協働によるまちづくりを
進めるうえで、本基本施策の目標の達成に大きく貢献するものである。

概ね達成された。

市民の満足度向上のため市民自治に対する理解を深め、市民参画の充実を図るとともに、
市民と行政との情報の共有化等を図る必要がある。

市民活動を支援し適切な市民参画の機会を確保するとともに、地域の特性を踏まえた市民
が主役のまちづくりの推進を図る。

成果指標である「とちぎ市民活動推進センター登録団体数」については、目標値を達成
している。しかし、基本施策である「市民自治の推進」を図るためには、市民自治への関
心を高めることが重要であるが、自治基本条例、市民活動推進センター、地域会議、まち
づくり実働組織については市民への周知があまりされていないと思われる。
自治基本条例を例にすれば、説明会を開催し市民の参加を募るだけではなく、各事業の

総会等に職員が積極的に出向き説明をしていく必要があると考える。
また、各地域が資源や情報を共有することが大切である。それらの資源をつなぎ活用す

る（地域の資源巡り等）ことで地域同士の一体感のある市政の運営も図れるのではないか
。

7103 市民参画の充実 515,184 100
7104 市民活動の促進 102,438 100
7105 市民協働の推進 34,672 100
7106 地域自治の推進 172,694 100
7101 市民自治の啓発 19,507 90
7102 情報共有化の推進 106,987 90

成果指標１

成果指標２

成果指標３

成果指標４

ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ
(千円)

[ ]％

[ ]

[ ]

[ ]

平成30年度

団体

49.00

271.00
303.00

1,046,039
951,482

平成31年度
51.00

278.00

939,745
923,762

令和2年度
53.00

285.00

860,415
860,415

令和3年度
54.00

292.00

0
0

令和4年度
55.00

300.00

0
0



施策

妥当性 妥当 基本方針の実現に向け、当該基本施策は妥当である。

コスト削減の余地 有
財源を確保する一方で、不要なコストを削減する余地はあ
る。

受益者負担 適正
市民協働と市民参画において、現行の受益者負担は適当で
ある。

上位貢献度 有効
基本方針の実現に向け、当該基本施策の上位貢献度は大
きい。

類似事業の有無 無 他に類似する事務事業は見受けられない。

成果向上の余地 有 市民と行政の協働を更に向上させていく余地がある。

貢献度

達成状況

課題

取組方針

基本施策評価表　補表

　71　　　市民自治の推進

内部評価

区分

基本方針である「共に考え共に築き上げるまちづくり」を実現するために
は、各単位施策の目標達成による貢献度は高い。

各単位施策の成果指標はほぼ達成し、本施策の成果指標としたとちぎ
市民活動推進センター登録団体数も目標値を上回った。

・栃木市自治基本条例の周知を通し、市民自治に対する理解を深め
る。
・市政やまちづくりに関する情報の共有化に努め、市民参画の充実を図
る。
・市民活動を促進し、協働のまちづくりのさらなる展開に努める。
・各地域会議により、市民に身近な地域自治の推進を図る。

・市民、行政や地域同士の一体感のある栃木市の創出を念頭に、地域
の特性を踏まえた市民が主役のまちづくりを推進する。
・市民活動や地域活動を支える市民団体やコミュニティ組織への支援、
適切な市民参画の機会の確保、市民と行政との情報の共有化を図る。


